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～ 深刻な運転者不足の解消を目指し、日本版ライドシェアの取り組みを実装 ～ 

 

このたび、中国運輸局岡山運輸支局は、来年１月から地域の生活を支える新しい交通と

して、安心して自由に外出を楽しめる社会を目指して導入される、真庭市北房地域（全域）・

落合地域（一部）の地域乗合交通「イコーデ」（※１）について、乗合バス事業者による安全

管理の下、一般ドライバーを活用した乗合運送の形態である「日本版ライドシェア（乗合

型）」（※２）を県内で初めて許可しましたのでお知らせします。 
 

本許可は、交通不便地域における持続的で利便性の高い交通サービスの実現に向け、安

全・安心を確保しつつ、地域の移動の足不足の課題解消を目的に創設された「過疎地域の乗

合タクシー輸送力補完の自家用自動車有償運送の許可制度」（※３）を活用したものとなります。 

 

岡山運輸支局では、真庭市での取り組みによる運行が、県内他地域での交通課題解消のモ

デルケースになることを期待するとともに、引き続き県内の交通課題の解消に向け、各自治

体の伴走支援に取り組んでまいります。 

 

【許可概要】 

１． 許 可 年 月 日：令 和 ７ 年 １２月 １９日 

２． 許 可 権 者：中国運輸局岡山運輸支局長  土 井 清 志 

３． 申請契約業者名：有限会社 北房観光（岡山県真庭市） 

４． 許可をした営業区域、許可車両数 

運行しようとする区域 許可車両数 

 

真庭市（北房地域・落合地域（一部）） 

 

１両 

 

【その他】 
 令和８年１月７日（水）に、地域乗合交通「イコーデ」の出発式が開催されます。出発式の取

材・撮影を希望される場合は、別添真庭市役所の記者発表資料をご参照いただき、真庭市くらし

安全課（ＴＥＬ：０８６７－４２－１０１７）まで、お問い合わせください。 
 

 (※ １)「イコーデ」とは、公共交通機関の減少や高齢化による免許返納で移動困難者が増加する中、様々な人

が「一緒に行こーで」と声を掛け合い、安心して自由に外出を楽しめる社会を目指して導入する予約型の

乗合交通サービスの愛称を真庭市が公募し、「イコーデ」（岡山弁で、お出かけを誘う言葉「いこーで」と、

移動の良い「イイ」調整「コーデ」を意味した言葉を掛け合わせ）が決定されたもの。 

(※２ )日本版ライドシェア（乗合型） ：過疎地域等において、地域公共交通会議等の協議が調った場合に、乗

合タクシー（区域運行型の運送サービス）を展開するにあたって、事業用自動車の輸送力を補完するた

め必要な範囲に限り、乗合バス事業者の安全管理の下で、一般のドライバーが許可を受けた自家用自動

車を用いて有償で旅客を運送することが可能となる制度。 

（ ※３ )「過疎地域における一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行）の輸送力補完のための自家用自動車の

有償運送の許可について」（制定：令和５年１２月２８日）により、道路運送法第７８条３号に基づき、自家

用自動車有償運送の許可を行うもの。 

 
【問合せ先】 

中国運輸局岡山運輸支局 宮地（みやぢ） 

電 話：０８６－２８６－８１２１ 



第３条第１号イ

（ ）一般乗合旅客自動車運送事業 乗合バス等

乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

路線定期運行第２章 第３条第１号 → ４条許可 ○
路線バス、コミュニティバス等、

旅客自動車運送事業 一般旅客自動車運送事業 路線不定期運行○
観光需要対応型乗合タクシー等

他人の需要に応じ、有償で、 特定旅客自動車運送事業
区域運行自動車を使用して旅客を運 以外の旅客自動車運送事業 ○

送する事業 デマンド型乗合タクシー等

第３条第２号 → ４３条許可 第３条第１号ロ第３章

一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス)道路運送事業 貨物自動車運送事業 特定旅客自動車運送事業

個の契約により定員 の自動車を貸し貨物自動車運送事業法に 特定の者の需要に応じ、一 一 １１人以上
切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業よる貨物自動車運送事業 定の範囲の旅客を運送する

旅客自動車運送事業 （観光バス等）
第４章

第３条第１号ハ
自 動 車 道 事 業

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー)
一般自動車道を専ら自動車

個の契約により定員 の自動車を貸しの交通の用に供する事業 一 １１人未満
切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

第５章

自家用自動車の使用

交通空白地有償運送、福祉有償運送、自家用有償観光旅客等運送有償運送 法 条 号 自家用有償旅客運送…78 2
（公共ライドシェア）

号 各種ぶら下がり許可（日本版ライドシェア含む 、繁忙期の貨物運送、幼稚園バス 等3 ）
有償貸渡し 法 条 レンタカー80
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道路運送法に基づく事業区分イメージ



乗 合 乗合以外

４条乗合

乗合旅客を運送する
一般旅客自動車運送事業

観光需要対応型乗合タクシー等

デマンド型乗合タクシー等
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４条貸切

４条乗合及び４条乗用以外の一
般旅客自動車運送事業

４条乗用

１個の契約により定員１１人未満の
自動車を貸し切って旅客を運送する

一般旅客自動車運送事業

定員
１１人以上

定員
１１人未満

21
条
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可

４条貸切

１個の契約により定員１１人以上の
自動車を貸し切って旅客を運送する

一般旅客自動車運送事業

路線バス、コミュニティバス等

路線定期運行

路線不定期運行

区域運行
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一般旅客自動車運送事業（緑ナンバー）の種別等のイメージ



法第７８条第２号に基づく登録 法第７８条第３号に基づく許可

自家用有償旅客運送

市町村やＮＰＯ法人等が主体となり
登録を受けて運行。

４条貸切

４条乗合（区域運行）事業による管理

公
共
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア

（Ｈ
18

制
度
創
設
）

４条乗用事業による管理

交通空白地有償運送

福祉有償運送

自家用有償観光旅客等運送
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その他
・４条乗用（福祉限定）による管理
・繁忙期（中元・歳暮時期等）の貨物運送
・幼稚園バス

等

日本版ライドシェア （Ｒ６．３ 制度創設）

日本版ライドシェア（乗合型）
（Ｒ５．１２ 制度創設）

自家用自動車による有償運送（白ナンバー）の種別等イメージ

真庭市における新しいデマンド交通に実装



令和 7 年（２０２５年）12 月 19 日 

報道関係  各位 

真庭市役所 

緑ナンバーと白ナンバーを共に採用した乗合交通 

「イコーデ」出発式を開催します 
日時▶ 令和 8 年 1 月 7 日（水） 午前９時 00 分～９時 30 分 

場所▶ 真庭市 北房振興局 北房振興局停留所前 

 

真庭市では、1 月 7 日（水）から、緑ナンバー車両と白ナンバー車両の両方を採用した地

域乗合交通『イコーデ』の実証運行を北房地域（全域）・落合地域（幹線道路沿い施設）で

開始します。実証運行に先立ち、1 月 7 日（水）に出発式を開催します。 

つきましては、ぜひとも報道・取材くださいますようお願いいたします。 

 

概要▶ 

1.日   時  令和８年１月７日（水） 午前９時00分～9時30分 

2.場   所  真庭市 北房振興局 北房振興局停留所前（真庭市下呰部248） 

3.出 席 者（敬称略・順不同） 

・岡山トヨタ自動車株式会社（イコーデ運営主体）長野口 隆司（のぐち たかし） 

・有限会社北房観光（イコーデ車両運行） 

・真庭市長、真庭市議会議員 

4.式 次 第 

① 開会 

② あいさつ（太田市長、梶谷社長、長尾議長） 

③ 祝電披露 

④ テープカット（太田市長、梶谷社長、長尾議長、山本社長、住民代表） 

⑤ 出発 

⑥ 閉会 

（午前9時30分終了予定） 

 
 

お問い合わせ先▶ 

くらし安全課（担当：三船・妹島・今石） 

TEL0867-42-1017 FAX0867-42-7455 

-
資料添付



運行日時

月～金
9:00～16:00

みんなで行こーで！ずっとこのまち
予約型乗り合い送迎サービス

会員登録制

無 料

運 賃

400円/乗車
小学生・障がいのある方

などは200円

-
資料添付



病院
駅

スーパー
スーパー

銀行

【運行エリア】
北房・落合地域

（停留所での乗降)

ご利用・ご予約の流れ

会員登録
どなたでもご登録いただけます。
申込書は、北房振興局に設置するほか、
コールセンターから郵送いたします。

申込書を返信用封筒にてご返送いただ
いた後、会員証をお送りいたします。
会員証到着後に、ご利用が可能となり
ます。

会員証

ご予約

ご利用

ご予約方法は、お電話とWEBの2通り
からお選びいただけます。

北房地域の皆さまの生活を支える﻿新しい交通

  〒708-1126　岡山県津山市押入７８６-３
岡山トヨタ自動車株式会社 PLATPORT内

【受付日時】　   　　月～金　9:00～16:00
【定休日】      土日祝／その他 運休日に同じ

【ご予約・お問い合わせ】
イコーデコールセンター：080-6668-5181
　※通話料金がかかります

　「お出かけに誘う岡山弁（行こーで）」と「移動の良い（イイ）調整（コーデ）」を意味しており、
ご利用者様のご希望に応じて運行する予約型乗り合い交通です。
　公共交通機関の減少や高齢化による免許返納で移動困難者が増加する中、様々な人が
「一緒に行こーで」と声を掛け合い、安心して自由に外出を楽しめる社会を目指しています。

とは？

の特徴
１．時間に合わせて便利に
　ご希望に近い時間帯で迎えが来るので、予定に合わせてスムーズにご利用いただけます。
２．身近な停留所からラクラク乗車
　各自治体に最低１か所の停留所を設置。ご自宅の近くから気軽に乗り降りできます。

３．目的に合わせて幅広く対応
　買い物・通院・おでかけなど様々な目的地を設定。日常の多彩な移動ニーズに応えます。

【WEB】ご利用当日～60分前まで

【電話】ご利用2週間前～60分前まで

-
資料添付


